
令和６年度 学校の部活動に係る活動方針 

学校名 岩手県立久慈東高等学校 

校長名 村 山 薫 美     

１ 活動の方針(スポーツ・芸術文化共通) 

(１)生徒の多様な学びの場である部活動を通じて、心身の成長を図り豊かな人間性を培う。 

①主体的・自発的な活動を促し、その過程を評価して生徒の自己有用感を育む。 

②部活動の目標を実現するために周囲と協力して行動する責任感や連帯感を涵養する。 

(２)生徒間及び生徒と教職員のよりよい人間関係を構築し、適切な部活動の運営を行う。 

①生徒とのコミュニケーションを十分に図りながら信頼関係の醸成に努める。 

②生徒個々のニーズを把握し、教育活動の一環としてバランスのとれた部活動を行う。 

(３)生徒の心身の健康管理を徹底するとともに安全確保と事故防止に努める。 

①適切に休養をとりつつ、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。 

②生徒の健康観察及び施設・設備や天候等の環境条件を確認して活動する。 

 

２ 休養日・活動時間について 

(１)部活動休養日 

 ①週１日以上の休養日を設ける。 

②休養日は週休日（土・日曜日）に設定するように努める。 

 ③年間平均で週当たり２日以上の休養日の設定に努める。 

(２)部活動時間 

①通常の練習時間は、平日は２時間３０分(16:00～18:30)、休業日は４時間以内とする

が、休業日にこれを超える計画を立てる場合には、事前に許可を得る。 

②練習試合・合宿・遠征などは、事前に計画表を提出し許可を得る。 

 

３ 活動のきまり 

(１) 各部には部顧問を置き、部長、主将、その他必要な役員を置く。 

(２) 部活動を欠席する場合は顧問に申し出る。 

(３)定期考査開始１週間前から考査終了前日までの部活動は禁止する。ただし、考査終了３

週間以内に大会及び発表会がある場合は、校長の許可を得た後、放課後１時間程度練習す

ることを認める。（休日は原則禁止とする。） 

(４)校外行事に参加しようとする部もしくは生徒は、顧問を通じて実施要項と対外活動参加

許可願を提出し、校長の許可を得なければならない。 

(５)部室は部活動で使用する用具の管理・保管と更衣のために使用するものであり、目的外

の使用をしてはならない。また、部室の使用後は、必ず消灯、施錠する。 

(６)部室に事故・破損が生じた場合は速やかに届け出る。 

 

４ その他 

(１)部活動は任意加入とするが、進路決定に向けた諸活動の一つとして、積極的な加入を推

奨する。 

(２)学校全体としての適切な指導、運営及び管理に係る体制の構築を図り、事故防止、体

罰・ハラスメントの根絶を徹底する。 

(３)年間の活動計画並びに毎月の活動計画及び活動実績を作成し、その周知を図る。また、

地域と連携した取組を推進することによって、関係者や保護者の理解と協力を得る。 
  



令和６年度 運動部活動における安全対策 
岩手県立久慈東高等学校 

生徒指導課 

１ 運動部活動を行う際の確認事項 

（１）部顧問が学校に不在時の部活動は禁止する。 

（２）部顧問が活動場所につかない場合の活動内容は次のとおりとする。 

ア 危険な運動を絶対しない。 

イ 接触の多いプレーの練習はしない。 

ウ 器具などを使用したトレーニングはしない 

エ 練習メニュー毎に周囲の安全確認を全体で行う 

オ 部顧問は、事前に安全面に配慮した練習内容を部員に指示する。 

カ 部顧問は、事故発生時の連絡体制等の対応を生徒に周知する。 

（３）近隣住民や下校途中の児童生徒が運動場付近を通る際には、練習を一時中断

する。 

（４）トレーニングルーム使用にあたっては、終始部顧問が活動場所にいる。 

（５）熱中症・感染症対策を徹底する。 

 

２ 複数の部活動がグラウンドや体育館等を共用する際のルール 

（１）活動場所を共用する部活動は相互に練習メニューを伝え合い、危険を伴う場

合には練習時間をずらすなど互いに安全な環境下で練習する。 

（２）週末や⾧期休業時には、活動日程や時間を確認し合い、それぞれの部活動が

安全に十分な環境で練習する。 

（３）ボールなどが他の部の活動場所に入りそうな場合には、大きな声で危険を伝

える。 

 

３ 危機発生時の連絡体制 

（１）生徒は、速やかに事務室職員に発生状況を伝える。 

（２）事務職員は、速やかに職員室の担当職員に連絡する。 

（３）事務室から連絡を受けた担当教員は、複数人で直ちに現場へ向かい、意識の

有無・顔色・呼吸・脈拍などを確認し、負傷した生徒への応急処置を行う。 

（４）担当教員は、必要に応じて救急車（119 番）の出動要請、校⾧又は副校⾧へ

の報告、他の教職員への応援の依頼を行う。 
 


